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回次
第38期

第１四半期累計期間
第37期

会計期間
自　2021年９月１日
至　2021年11月30日

自　2020年９月１日
至　2021年８月31日

売上高 （千円） 743,613 2,788,407

経常利益又は経常損失（△） （千円） 11,241 △50,020

四半期純利益又は当期純損失（△） （千円） 10,533 △86,869

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － －

資本金 （千円） 228,114 228,114

発行済株式総数 （株） 1,907,500 1,907,500

純資産額 （千円） 91,816 81,282

総資産額 （千円） 1,341,638 1,334,319

１株当たり四半期純利益又は１株

当たり当期純損失（△）
（円） 5.52 △46.60

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － －

１株当たり配当額 （円） － －

自己資本比率 （％） 6.6 5.8

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。

２．当社は、第38期第１四半期累計期間から四半期財務諸表を作成しているため、第37期第１四半期累計期間は

記載しておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、持分法適用会社がないため記載しておりません。

４．第37期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

　　第38期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当第１四半期会計期間の期首

から適用しており、当第１四半期累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した

後の指標等となっております。

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　当社は、2020年４月から続く新型コロナウイルスの感染拡大の影響に伴い、売上高は回復傾向にあるものの依然と

して不安定な状態にあり、2021 年８月期まで２期連続で営業損失及び当期純損失を計上しております。当期以降に

ついては更なる売上高の回復と経費の適正化により黒字化することを見込んでおりますが、新型コロナウイルス感染

症による影響が長期化し、これまで以上に経済停滞が強まれば、営業損失の計上及び当第１四半期累計期間に91,816

千円である純資産は債務超過となる可能性があります。当該状況により、引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生

じさせるような状況が存在しております。

　当該状況を解消又は改善するため、当社は以下の対応策を実行し、財務状態の安定を図ります。

①　コア事業強化による安定収益確保

②　求人事業、人材紹介事業などHR事業領域の拡大、成長領域へのリソース集中投下

③　徹底的なコスト削減

④　WEB事業の販売力強化

⑤　行政案件の受託増と社会問題解決

⑥　市場から見た企業価値向上と資金調達

　当社は、これらの施策を実施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断して

おります。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中における将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

　なお、当社は、前第１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間

との比較分析は行っておりません。

(1）経営成績の状況

　当第１四半期累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が政府・自治体による各種

施策の実施やワクチン接種の加速を受け小康状態となり、経済活動に対する制約も徐々に解除されてきたことから

持ち直しの動きが見られ始めています。また、個人の消費におきましても、未だ新型コロナウイルスへの警戒感は

強く、回復速度は緩いものの消費活動は活発になってきております。しかしながら、新型コロナウイルスの変異株

の感染拡大、原油価格の高騰による物価の上昇等、世界的にも不安定な状況は続いており、当面は経済活動に影響

が出ると考えられます。

　当社の属するフリーペーパー・フリーマガジン市場は、WEBやSNSをはじめとした広告媒体の多様化により、顧客

の獲得や価格競争など、依然として厳しい経営環境が続いております。当社におきましては、2021年10月にリブラ

ンディングを実施し、「地域の人と人をつなぎ、あたたかい地域社会を創る」という新たなブランドミッションを

掲げ、企業価値の向上を図っております。クライアントにおきましては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が

大きく、販促活動に力を割けない状況が続いております。このような状況の下、当社の基盤事業である新聞等発行

事業は、2021年11月末現在で、３県45エリアで45版を発行、週間の発行部数は約201万部となりました。

　当社の新聞等発行事業におきましては、2021年10月中旬まで新型コロナウイルスの感染拡大の影響による出稿減

少は続いておりましたが、感染拡大が急速に収まったことから、様子を見ながらではありますが販促需要が戻って

きております。第1四半期の施策といたしましては、９月は、コロナ禍における旅の新しい形や楽しみ方を特集し

た「旅をあきらめない」、11月は、グルメ特集である「まんぷくガイド」など、時節・需要に合った企画特集の実

施により取引が回復しており、特に「まんぷくガイド」をはじめとした飲食店向けの企画が好調に推移いたしまし

た。また、新聞の紙質を「コート紙」から「ザラ紙」に変更し、CO２削減といった環境への配慮とともに収益構造

の改善を行いました。今後も発行エリアの採算性を慎重に判断し、ブランドミッションを軸として読者とのつなが

りを強化し、広告効果を高める取り組みに努めてまいります。

　折込チラシ配布事業におきましては、それぞれの地域にカスタマイズされた独自の地図情報システム(GIS)を活

用することにより、広告主の顧客ターゲットが明確となり、効率的かつ広告効果の最大化を図るサービスを実現す

ることができております。また、一部業種では新型コロナウイルスの感染拡大前のようにイベントが行えない等の

理由で取引量の回復が遅れているケースはあるものの、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による取引量の減少

は回復傾向にあり、新聞等発行事業を上回るスピードで回復が進んでおります。

　その他事業につきましては、新規事業開発や、WEB事業、マッチング事業、求人媒体事業といった成長事業に経

営資源を投下し、成長スピードの加速を図っております。マッチング事業においては、優良な業者を選択したい読
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者のニーズを捉えており順調に成長しております。マッチング事業は現在７ジャンルを展開しており、今後更にサ

ービスの質を向上させつつ、対象ジャンルを広げていく方針であります。WEB事業につきましては、成長スピード

を加速させるためにコミュニティサイト「チイコミ！」のリニューアルを2020年10月に実施いたしました。今後は

「チイコミ！」を更に進化させ、コンテンツを充実させることでユニークユーザーの増加を図り、地域で利用され

るサイトを目指すことで掲載店舗の新規獲得を促進してまいります。求人媒体事業におきましては、需要が高まっ

ていることもあり、エリア展開・発行回数を増やしながら順調に売上を拡大しております。今後も販売の見込める

エリアから発行回数を増やすことで事業を成長させるとともに、ヒューマンリソース分野での事業拡大を検討して

まいります。その他の新規事業といたしましては、ユーザーが低価格で気軽に利用できる定額宅配サービスも展開

を広げており、2021年11月には「ちいき新聞の直送米」をリリースいたしました。

　以上の結果、当第１四半期累計期間における売上高は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響は依然としてある

ものの新聞等発行事業及び折込チラシ配布事業において取引が回復基調にあり743,613千円、経常利益は11,241千

円、四半期純利益は10,533千円となりました。

(2）財政状態の分析

資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ7,318千円増加し1,341,638千円となりました。これ

は、主に売掛金が71,231千円増加、現金及び預金が63,089千円減少したことによります。

（負債）

　当第１四半期会計期間末の流動負債は、前事業年度末に比べ31,989千円増加し707,742千円となりました。こ

れは、主に未払金が27,221千円増加、賞与引当金が12,243千円増加、１年内返済予定の長期借入金が8,298千円

減少したことによります。

　当第１四半期会計期間末の固定負債は、前事業年度末に比べ35,205千円減少し542,079千円となりました。こ

れは、主に長期借入金が30,032千円減少、退職給付引当金が3,279千円減少したことによります。

（純資産）

　当第１四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ10,533千円増加し91,816千円となりました。こ

れは、四半期純利益10,533千円を計上したことによります。

(3）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

(4）経営方針・経営戦略等

当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあり

ません。

(6）研究開発活動

該当事項はありません。

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 4,000,000

計 4,000,000

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数（株）
（2021年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（2022年１月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 1,907,500 1,907,500

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（グロース）

単元株式数

100株

計 1,907,500 1,907,500 － －

②【発行済株式】

　（注）「提出日現在発行数」欄には、2022年１月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2021年９月１日～

2021年11月30日
－ 1,907,500 － 228,114 － 158,114

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2021年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

2021年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 400

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,906,300 19,063 －

単元未満株式 普通株式 800 － －

発行済株式総数 1,907,500 － －

総株主の議決権 － 19,063 －

①【発行済株式】

（注）　単元未満株式欄の普通株式は、自己株式67株が含まれております。

2021年11月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

（株）

他人名義
所有株式数

（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社地域新聞社

千葉県八千代市勝田台北一丁目

11番16号
400 － 400 0.02

計 － 400 － 400 0.02

②【自己株式等】

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

- 5 -



第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

　なお、当社は、当第１四半期会計期間より四半期財務諸表を作成しているため、四半期損益計算書に係る比較情報

を記載しておりません。

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2021年９月１日から2021年11

月30日まで）及び第１四半期累計期間（2021年９月１日から2021年11月30日まで）に係る四半期財務諸表について、

三優監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

- 6 -



（単位：千円）

前事業年度
（2021年８月31日）

当第１四半期会計期間
（2021年11月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 902,584 839,495

売掛金 262,454 333,686

商品及び製品 37 37

配布品 10,594 11,169

仕掛品 8,854 6,978

貯蔵品 1,372 934

その他 22,907 18,849

貸倒引当金 △2,399 △2,274

流動資産合計 1,206,406 1,208,878

固定資産

有形固定資産 44,069 46,090

無形固定資産 35,304 33,476

投資その他の資産

その他 50,808 55,462

貸倒引当金 △2,269 △2,269

投資その他の資産合計 48,539 53,192

固定資産合計 127,913 132,759

資産合計 1,334,319 1,341,638

負債の部

流動負債

買掛金 103,211 99,648

短期借入金 200,000 200,000

１年内返済予定の長期借入金 156,642 148,344

未払金 163,271 190,492

未払法人税等 － 2,313

賞与引当金 2,053 14,296

その他 50,573 52,646

流動負債合計 675,752 707,742

固定負債

長期借入金 401,720 371,688

退職給付引当金 149,259 145,980

資産除去債務 21,279 21,281

その他 5,025 3,129

固定負債合計 577,284 542,079

負債合計 1,253,037 1,249,821

純資産の部

株主資本

資本金 228,114 228,114

資本剰余金

資本準備金 158,114 158,114

資本剰余金合計 158,114 158,114

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △307,611 △297,077

利益剰余金合計 △307,611 △297,077

自己株式 △679 △679

株主資本合計 77,938 88,471

新株予約権 3,344 3,344

純資産合計 81,282 91,816

負債純資産合計 1,334,319 1,341,638

１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】
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（単位：千円）

当第１四半期累計期間
（自　2021年９月１日

至　2021年11月30日）

売上高 743,613

売上原価 197,650

売上総利益 545,962

販売費及び一般管理費 534,626

営業利益 11,336

営業外収益

受取利息 12

助成金収入 594

物品売却益 432

その他 122

営業外収益合計 1,161

営業外費用

支払利息 916

支払保証料 294

その他 45

営業外費用合計 1,256

経常利益 11,241

税引前四半期純利益 11,241

法人税、住民税及び事業税 4,125

法人税等調整額 △3,417

法人税等合計 707

四半期純利益 10,533

（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支払が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

　収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。

（本人及び代理人取引に係る収益認識）

　顧客へのサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、従来の総額での収益認識

から純額での収益認識に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、当第１四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１四半

期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当第１四半期累計期間の売上高は11,998千円減少し、売上原価は11,998千円減少しております。ま

た、利益剰余金の当期首残高への影響はありませんでした。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経

過的な取扱いに従って、前第１四半計累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載してお

りません。

（追加情報）

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、時価をもって四半期貸借

対照表価額とする金融商品を保有しておらず、四半期財務諸表に与える影響はありません。

（新型コロナウイルス感染症の影響）

　前事業年度の有価証券報告書（重要な会計上の見積り）に記載した、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

の影響に関する会計上の見積りの仮定について重要な変更はありません。

当第１四半期累計期間
（自　2021年９月１日

至　2021年11月30日）

減価償却費 7,016千円

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　前第１四半期累計期間は四半期連結財務諸表を作成しておりましたが、当第１四半期累計期間は個別の四半期

財務諸表のみを作成しております。したがって、前第１四半期累計期間の記載はしておりません。

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

（株主資本等関係）

　前第１四半期累計期間は四半期連結財務諸表を作成しておりましたが、当第１四半期累計期間は個別の四半期

財務諸表のみを作成しております。したがって、前第１四半期累計期間の記載はしておりません。

当第１四半期累計期間（自　2021年９月１日　至　2021年11月30日）

１．配当金支払額

　無配のため、該当事項はありません。

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後と

なるもの

　該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

　前第１四半期累計期間は四半期連結財務諸表を作成しておりましたが、当第１四半期累計期間は個別の四半期

財務諸表のみを作成しております。したがって、前第１四半期累計期間の記載はしておりません。

【セグメント情報】

当第１四半期累計期間（自　2021年９月１日　至　2021年11月30日）

　当社は、広告関連事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、記載を省略して

おります。

当第１四半期累計期間

（自　2021年９月１日

　　至　2021年11月30日）

　新聞等発行事業 320,942千円

　折込チラシ配布事業 315,902千円

　販売促進総合支援事業 64,176千円

　その他の事業 42,591千円

顧客との契約から生じる収益 743,613千円

外部顧客への売上高 743,613千円

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

項目
当第１四半期累計期間
（自　2021年９月１日

至　2021年11月30日）

１株当たり四半期純利益 ５円52銭

　（算定上の基礎）

　　四半期純利益（千円） 10,533

　　普通株主に帰属しない金額（千円） －

　　普通株式に係る四半期純利益（千円） 10,533

　　普通株式の期中平均株式数（株） 1,907,033

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業

年度末から重要な変動があったものの概要

－

（１株当たり情報）

　前第１四半期累計期間は四半期連結財務諸表を作成しておりましたが、当第１四半期累計期間は個別の四半期

財務諸表のみを作成しております。したがって、前第１四半期累計期間の記載はしておりません。

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在していない

ため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

配当

　2021年10月13日開催の取締役会において、剰余金の配当につきましては、配当原資となる利益剰余金がマイナスで

あるため、無配と決議いたしました。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2022年１月11日

株式会社地域新聞社

取締役会　御中

三優監査法人

東京事務所

指定社員
業務執行社員

公認会計士 齋　藤　浩　史

指定社員
業務執行社員

公認会計士 熊　谷　康　司

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社地域新

聞社の2021年９月１日から2022年８月31日までの第38期事業年度の第１四半期会計期間（2021年９月１日から2021年11

月30日まで）及び第１四半期累計期間（2021年９月１日から2021年11月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、

四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社地域新聞社の2021年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなか

った。

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ



（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結

論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期

財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合

は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レ

ビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく

なる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認

められないかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

　当社代表取締役社長山田旬は、当社の第38期第１四半期（自　2021年９月１日　至　2021年11月30日）の四半期報

告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

２【特記事項】

　確認に当たり、特記すべき事項はありません。


